
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度 当社の輸送の安全に関する事項を 

会社名   株式会社マホリ 本社営業所                  

○毎事業年度終了後１００日以内に公表する事項 

『事故のない運送会社』を作る 

・ 安全な運行は常に最優先である 

・ 交通ルールを必ず守る 

・ 無事故無違反の安全運転 

・ 人にやさしい運転を心掛ける 

下記のとおり公表します。 

１．輸送の安全に関する基本的な方針  

 

２．輸送の安全に関する目標及びその達成状況 

目標  （平成３１年４月１日～令和２年３月３１日） 

事故形態 抑止目標 

人身事故 0件以下 
１００％削減 

(前年度比) 

物損事故 5件以下 
１００％削減 

(前年度比) 

 

●安全方針に基づく目標 

①人身事故   ゼロ 

②物損事故   年間５件以下 

③自損事故   ゼロ 

④労働災害   ゼロ 

 

貨物自動車運送事業輸送安全規則第２条の８ 国土交通省告示第１０９１号 

貨物自動車運送事業法第２４条の３による輸送の安全にかかる情報の公表 

前年度達成状況  （平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日） 

事故形態 抑止目標 結  果 評 価 

人身事故 0件以下 
100％削減 

(前年度比) 
  0件 

100％削減 

(前年度比) 

達 成 し た 

達成できず 

物損事故 5件以下 
100％削減 

(前年度比) 
  3件 

75％削減 

(前年度比) 

達 成 し た 

達成できず 

 
３．自動車事故報告規則に規定する事故に関する統計（前年度） 

前年度達成状況 

前年度の重大事故発生件数          0件 

事故の種類       

衝突の状態      0件 

 

 

 


